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「架空請求」は、とにかく無視！！ 

   （月～金（祝日・年末年始の市の休日を除く。）9～12時 13～17時） 

※独立行政法人国民生活センター見守り新鮮情報第 130号を引用(一部添削) 

発行 平成 26年 8月 20日  

編集 東広島市消費生活センター                                                        

東広島市西条栄町 8番 29号 

 

おしえて 消費生活！！ 

≪アドバイス≫ 

◎はがきや封書、電子メールなどで身に覚えがない請求を受けるという、いわゆる「架空

請求」に関する相談が、東広島市内で寄せられています。 

◎「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いが

あったと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。 

◎「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連

絡したら、「訴訟を取り下げるために必要」などと様々な理由をつけて数十万円を請求さ

れたケースもあります。 

◎請求された内容に不明な点があったり、不審に思うことがあれば、何はさておき、まず

一番初めに東広島市消費生活センターにご相談ください。 

 なお、裏面に実際に送られてきた架空請求のはがきの一例を紹介していますので、参考

にしてください。 

東広島市消費生活センター 
  東広島市役所 ２階 17番窓口    電話 082－421－7189 
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【メモ】 

                       

 

「国民生活センター」を 

騙る通知書  

左の画像は、(独)国民生

活センターがホームページ

上で公開している、「法務省

管理組合 国民生活センタ

ー訴訟事務局」を名乗る団

体から送付されたはがきで

す。 

国民生活センターは独立

行政法人であり「法務省管

理組合」などという組織で

はありません。また、国民

生活センターは民事訴訟に

関する通知を送付すること

は絶対にありません。 

国や地方自治体を装った

別の名前で似たような内容

のはがきが届くこともあり

ます。 

その場合は、書いてある

番号には絶対に電話しない

で、すぐに東広島市消費生

活センターに相談してくだ

さい。 

東広島市消費生活センター 
  東広島市役所 ２階 17番 窓口 電話 082－421－7189 


